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電気錠の警告表示に関するガイドライン
日本ロック工業会

は　じ　め　に

平成７年７月の「製造物責任（以下ＰＬ）法」、平成１２年４月１日の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の施行に伴い、適切なＰＬ対応表示や瑕疵担保責任に伴う商品保証の実施のために、当工業会では、消費者が建材製品を安全に使用していただくために、警告表示に関するガイドラインを整備し、平成１５年７月に「錠の商品保証、取扱説明書作成に関するガイドライン」（以下「平成１５年版ガイドライン」という）を作成した。

このガイドラインは、平成１１年４月に日本ロック工業会が発足したことに伴い、過去、錠前メーカー各社が独自に行っていた商品保証書、取扱説明書などについて、ＰＬ対応表示、商品保証における保証期間、商品の問合せ等に適切に対応するための業界基準の必要性を認識し、当工業会の統一見解としてまとめたものであり、現状会員各社においては、このガイドラインに基づいて警告表示の作成・運用を行っている。

一方、消費者ニーズの多様化や消費者の防犯意識の向上に伴い、より高機能な錠前への要求が高まり、錠前メーカーはこれに対応すべく電気錠の機種の拡大、多機能化等を進めてきた。

ところが、「平成１５年版ガイドライン」では、電気錠に対する警告表示の記載がないため、各社は、それぞれ独自の判断で製品本体ラベル及び取扱説明書を作成してきた。その結果、同一、同類の製品でありながら、各社によって表示内容が異なっている場合や、不適切と思われる表記が散見され、消費者にとって本当に重要な情報は何であるのかが分かりづらい状況となっている。

又、平成１６年３月、大型回転ドアによる児童の死亡事故が発生し、平成１８年８月には、ガス器具による一酸化炭素中毒事故などが発覚して大きな社会問題となり、平成１９年５月１４日には「消費生活用製品安全法」が改正施行されたことにより、消費者が使用する製品の安全性確保が以前にも増して厳しく求められる時代になってきた。さらには「消費者基本法」第５条第１項第２号に規定されている「消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること」に基づいて、メーカーの説明責任がより一層強く求められることとなった。

そこで、当工業会では、このような状況に鑑みて、消費者にとって真に重要な安全情報を分かりやすく提供し、消費者に対してメーカーとしての説明責任を果たすという観点と、より安全な商品を市場に提供するといった観点から、「明白な危険」の考え方に基づいて、電気錠に関する警告表示の内容の見直しと整合性を図るべく検討を進めてきた。そして、その結果をこのほど「電気錠の警告表示に関するガイドライン」として発行する運びとなったものである。

なお、今回のガイドライン作成にあたっては、（社）日本サッシ協会ＣＳ管理部会と共同で作業を行い、又、「明白な危険」等の基本的な考え方については、同協会が平成１１年３月に発行した「建材製品使用上の表示に関するＰＬ法対応ガイドライン」を全面的に踏襲したものになっている。

本書については、会員各社の関係部署に周知の上、消費者向けの取扱説明書等への警告表示にあたって、適切且つ有効に活用していただくようお願いするものである。

平成２０年８月

日本ロック工業会
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１　本書のねらい

本書は、電気錠の消費者向け取扱説明書及び製品本体に貼付するラベル（これに準じるものを含む）を作成するにあたり、特に製造物責任法（以下「ＰＬ法」という）に対応して、電気錠の適切な使用と消費者の安全の確保を図るために、警告表示として記載すべき注意事項及び記載しなくてもよい常識的な事項について、会員各社が遵守していただくこれらの事項をガイドラインとしてまとめたものである。

更に、警告表示ではないが、消費者にとって役に立つと考えられる「操作方法、維持管理

不具合時の対応」等の情報に関する事項についてもまとめた。本書における取扱説明書、製品本体ラベルとは、「製品を正しく安全に使用していただくために、消費者に役立つ次のような情報を提供するためのもの」である。


２ 「明白な危険」について
平成７年７月にＰＬ法が施行されたことに伴って、住宅部品関連業界では、消費者の製品使用上の安全確保を図るために、それぞれ使用上の注意事項をまとめた警告表示に関するガイドラインを作成し、各メーカーはこれに基づいて製品の取扱説明書を作成するとともに、製品本体に貼付するラベルを作成した。しかし、ＰＬ法の施行当初は、アメリカで発生した巨額の損害賠償が要求されるＰＬ訴訟やささいな表示上のミスによりメーカーが敗訴する事例を踏まえて、国内メーカーの多くが過剰に反応し、日常生活において常識と思えるような内容の注意事項が氾濫する事態となった。

そこで、平成８年に、当時（財）ベターリビングに置かれていた住宅部品ＰＬセンターより、過剰な警告表示の氾濫は本当に重要な安全上の注意事項を希釈化することになり、かえって消費者の安全に寄与しないとの判断から、常識的なものや消費者の自己責任といえる注意事項の記載を不要とするために、その判断基準として次の「明白な危険」の考え方が提示された。


又、同年、（財）ベターリビングの「ＰＬ連絡会」において「義務教育の教科書に掲載されている事柄は社会常識として良い」との見解が示された。

なお、住宅部品ＰＬセンターは平成１２年４月より（財）住宅リフォーム・紛争処理支援センターへ移行されている。

以上の考え方を受けて、本書では、日常生活における電気錠の使い方や社会常識等に鑑みて、現状の使用上の注意事項に関する警告表示が実状にあっているか、即ち、警告表示の必要性があるかどうかについて検討し、その結果に基づいて警告表示の有無及び使用上の注意事項に関する「標準文例」を示した。

３　本書の使い方

３．１　適用範囲

・サッシ、ドア等の建材に使用される電気錠に適用する。
3．2 独自の機能に関する警告表示

・本書に示されている事項は、各社に共通する構造や機能についてまとめているので、共通性のない独自の構造、操作方法、調整方法等の機能に関連して安全確保の注意喚起が必要な場合は、本書の考え方に基づいて、各社の裁量により注意内容及び表示ランクを定めて表示するものとする。

3．3 警告表示等の記載対象印刷物

・警告表示を含む使用上の注意事項を記載すべき印刷物は消費者向けの「取扱説明書」及び製品本体に貼付する「ラベル」とする。

・ここでの取扱説明書は、単一の製品用として同梱される「単品用取扱説明書」を前提としている。ただし、複数の電気錠や一般の錠（メカ錠）に関する注意内容をまとめて一冊にした「総合版取扱説明書」を作成される場合も、本書の考え方に準じるものとする。

・主に、サッシ・ドアメーカー、住宅生産者等のお得意先、代理店、販売店等の流通段階の業者が使用する「製品カタログ」、「取付説明書」等は対象としない。

※理由：現状、これらの製品における製品カタログは消費者向けのものとは言い難く、たとえ消費者からの要望で製品カタログを渡しても、製品を購入するまでの利用が殆どであり、取扱説明書のように「いつでも読めるように保管すること」をお願いするものではない。従って、製品カタログに記載しても、安全な使用方法等に関して消費者に情報提供したことにならず、錠前メーカーとしてＰＬ法上の責任を果たしたことにならないからである。又、消費者基本法第５条第１項第２号「消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること」にならないからである。

同様に「取付説明書」においても工事業者が取付け工事を行うときの参考に供するために作業手順、組立て方法、作業上の注意事項等を記載したもので、消費者に手渡すものではないからである。

・警告表示を含む使用上の注意事項のうち、消費者が製品を選択する際に必要な情報又は業者としても知っておくべき製品上の情報と判断されるものについては、各社の裁量によりこれらの情報を製品カタログにも記載する。この場合、「～しないでください」、「～してください」という警告表示の表現ではなく、製品の特徴、性能等を示す適切な表現となるよう工夫する。

３．４　用語・表現
・本書では、消費者向けの取扱説明書やラベルには「商品」を使用し、会員会社向けの説明文においては「製品」を使用したが、「商品」とするか「製品」とするかは各社の裁量に委ねる。

・本書の「標準文例」に示されている電気錠や部品の名称等については、各社の実状に応じて変更することができる。

・表示文の文言は、原則的に本書の「標準文例」に従うことが望ましいが、各社の商品特性の違いによる言い回し、漢字の使い方、送り仮名等については、趣旨に反しない限りにおいて、各社の実状に応じて変更することができる。

・「及び」、「又は」、「等」、「更に」の用語については、本書のような会員会社向けの説明文においては漢字を使用し、消費者向けの取扱説明書やラベルには「および」、「または」、「など」、「さらに」というように、できるだけ平仮名を使用するという考え方で使い分けを行っている。

・「～のおそれがある」という「おそれ」については、「恐怖」の意味ではなく、「不安、心配」を意味する「虞（おそれ）」であることから、本書では平仮名で表記することとし、「恐れ」という漢字は使用しないこととした。

・「現行表示文」は、各社で使用されている文言をそのまま掲載しているので、上記の約束事と異なっている場合がある。

・本書では、鍵について「メカキー」の用語を使用するが、各社の実情に応じて「キー」、「手動キー」等の用語を使用しても良い。

４　シグナルワード

・平成７年２月に、（旧）通商産業省産業政策局の「表示・取扱説明書適正化委員会」がまとめた「消費生活用製品の警告表示のあり方について」において、消費者に伝えるべき重要な事項の一つとして、注意事項の内容レベルに応じて「危険」、「警告」、「注意」のシグナルワードを付けることが定められた。

・「危険」、「警告」、「注意」には、絵表示「　　」を組合わせて表記する。

・尚、「注意」ランクまでには至らないが、「日常生活の中でついうっかりしがちなので、ちょっと心がけていただきたいことや気をつけていただきたいこと」という場合には、警告表示ランクの「危険」、「警告」、「注意」とは別に「お願い」という用語を使用しても良い。但し、本書では該当するものはない。

・「お願い」には、絵表示「　　」を組合わせない。

・「注意」ランクの場合、次の絵表示を注意内容の記載とともに併用することができる。

（イ）「～しないでください」の禁止用語の場合は、「　　」を用い、その意味は「してはいけないこと」を示す。

（ロ）「～してください」の実施内容の場合は、「　　」を用い、その意味は、「必ず行っていただくこと」を示す。
５　申し合わせ事項

　　・業界の協調及び取引先サッシ・ドアメーカーへの影響を考慮して、今後、各社において製品事故、苦情等の発生に伴い、取扱説明書及びラベルに本ガイドラインにない警告表示の追加又は本ガイドラインに記載した警告表示の内容の見直しの必要性を認識した場合は、事前に当委員会に連絡するものとする。当委員会ではその是非について検討する。検討結果については（社）日本サッシ協会ＣＳ管理部会他関連先に連絡する。
６　警告表示に関するガイドライン

６．１　警告表示として必要なもの

	標準文例
	表示ﾗﾝｸ
	表示手段
	注釈

	電源プラグの部分にほこりがたまらないよう時々プラグを抜いて清掃してください。

空気中の湿気を吸ったほこりによってショートし、火災となるおそれがあります。
	
注意
	取扱説明書
	プラグがある商品について適用することとし、トラッキングについては社会常識化していないため注意喚起として記載する。

ただし、トラッキング対策プラグの場合は記載不要とする。


６．２　警告表示としてではないが記載を必要とするもの

（１）「使用方法、操作方法」の項目として記載するもの

※冒頭に次のような文例を記載する。
	万一の故障、停電、電池切れなどで解錠できない場合に備えて、外出時はリモコンキーと一緒にメカキーをご持参ください。


以下の表の中で記載した「※注釈参照」は、現行表示文を否定するものではなく、「注釈」の記載内容に従うことを意味するものである。

	標準文例
	現行表示文
	注釈

	※注釈参照。
	電池交換時の注意
ａ）電池は必ず単３アルカリ乾電池を４本ご使用ください。単３アルカリ乾電池以外の電池ですと正しく動作しない場合があります。
ｂ）電池交換は必ず１０分以内に行うようにしてください。１０分以上たちますと登録データが抹消される原因になります。

ｃ）電池交換後は、登録データが消えていないか確認の　ため、必ずカードによる施解錠をおこなってください。

ｄ）電池交換時に発生するＬＥＤ点滅と“ピッ”音は異常ではありませんので、ご安心ください。


	『明白な危険』の「所有者の設備維持管理責任に係わるもの」に該当し、『警告表示』としてではなく、「操作方法」「使用方法」に関連付けて記載する内容とする。

仕様の違いによる文言は各社の裁量に委ねる。



	標準文例
	現行表示文
	注釈

	※注釈参照


	リモコンキー（送信機）を登録してからお使いください。

工場出荷時には、主錠ユニットにリモコンキー（送信機）を登録してありません。


	『警告表示』としてではなく、「操作方法」に関連付けて記載する内容とする。

仕様の違いによる文言は各社の裁量に委ねる。



	
	電池交換した後に、新たに登録操作を行う必要はありません。


	

	
	ご使用前に必ずリモコンキーの登録をしてください。


	

	
	尚、最初にお使いになる前に本体用電池（単三アルカリ乾電池４本：同梱品）を本体内の電池ボックスを取出し組み込んでいただき、リモコンキーの初期登録を行っていただく必要がございます。詳しくは本体の電池交換方法、リモコンキー登録をご参照ください。


	

	※注釈参照
	リモコンキー（送信機）または操作表示機による電気的施解錠動作中は、キーやサムターンを操作しないでください！キーやサムターンで操作できなくなったり、機器の故障の原因となります。


	『明白な危険』の「使用者の裁量に委ねるもの」に該当し、『警告表示』としてではなく「操作方法」に関する内容とする。

仕様の違いによる文言は各社の裁量に委ねる。



	
	リモコンキー（送信機）を操作するときは、ゆっくり確実にボタンを操作してください。早く操作すると、反応しない場合があります。


	

	標準文例
	現行表示文
	注釈

	リモコンキーは落としたり、投げたり、衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
	リモコンキー（送信機）には強い衝撃を与えないようにご注意ください。
	『明白な危険』の「使用者の裁量に委ねるもの」に該当し、『警告表示』としてではなく、「使用方法」に関連付けて記載する内容であり、記載するか否かは各社の裁量に委ねる。記載する場合は、次の文言を参考にする。

	
	リモコンキーは精密電子機器ですので、落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
	

	リモコンキーは水にぬらさないでください。故障の原因になります。
	リモコンキー（送信機）は生活防水ですが、長時間の浸水や洗濯機、海水等の没水では、故障する場合もあります。もしも、水に濡れた場合は、すぐに乾いた布等で十分に水分をふき取ってください。
	『明白な危険』の「使用者の裁量に委ねるもの」に該当し、『警告表示』としてではなく、「使用方法」に関連付けて記載する内容である。

記載するか否かは各社の裁量に委ねる。

	
	リモコンキーは水にぬらさないようにしてください。もし水にぬらした場合は直ちに水分を拭き取ってください。
	

	リモコンキーの紛失や故障により、出入りができなくなった場合、メカキーで開閉してください。

また、防犯のため直ちにデータの再登録を行ってください。再登録の方法については、本取扱説明書の ＿　頁をお読みください。
	リモコンキーはカギと同様の物です。紛失の際には機器の使用を速やかに停止し、新しいリモコンキーを登録して、紛失したリモコンキーを使用不能にするまで機器を使用しないでください。
	『明白な危険』の「使用者の裁量に委ねるもの」に該当し、『警告表示』としてではなく、「使用方法」に関連付けて記載する内容とする。

仕様の違いによる再登録の説明は各社の裁量に委ねる。

①紛失した際の応急処置

②再登録方法



	
	電波キーを紛失した時は、直ちにデータの抹消を行ってください。
	

	リモコンキーを炎天下の車の中や直射日光の当る場所等、高温の環境下に放置しないでください。誤作動や故障につながるおそれがあります。
	リモコンキーを車中や日向等の高温（５０℃以上）になる場所に放置しないでください。故障の原因になります。
	『明白な危険』の「使用者の裁量に委ねるもの」に該当し、『警告表示』としてではなく、「使用方法」に関連付けて記載する内容であり、記載するか否かは各社の裁量に委ねる。



	標準文例
	現行表示文
	注釈

	施錠後は必ず解錠表示が消灯したことを確認ください。

（表示方式は各社の仕様に合わせて適切に表記する）

消灯しなかった場合、何らかの不具合が考えられますので、手動で施錠できるか確認してください。

不具合の対応については○○頁を参照してください。
	施錠操作後、及び自動施錠後は必ず解錠表示が消灯したことを確認ください。

※表示灯がある場合
	取扱説明書には「使用方法」に関連付けて記載する。
不具合については、「不具合対応」の項に記載する。

	出荷時には同一パスワードで設定されておりますので、速やかにパスワードを変更してください。変更したパスワードは控えておいてください。


	パスワードは出荷時設定から変更することをお薦めします。パスワードの出荷時設定は[○○○]です。パスワードは必ず控えておいてください。忘れると管理モードに入れなくなります。
尚、他人に知られぬようご注意
ください。
	『明白な危険』の「使用者の裁量に委ねるもの」に該当し、『警告表示』としてではなく、「使用方法」に関連付けて記載する内容であり、記載するか否かは各社の裁量に委ねる。


	万一の停電や故障で作動しない場合に備えて、外出の際には必ずメカキーを携帯してください。

	本品は電気機器ですので、万が一の故障で作動しない場合に備えて、外出の際には必ずカギ（メカキー）を持って外出してください。

	『明白な危険』の「使用者の裁量に委ねるもの」に該当し、『警告表示』としてではなく、「使用方法」に関連付けて記載する内容であり、記載するか否かは各社の裁量に委ねる。


	
	タグ型の場合は、停電などの電気的なトラブルが発生した時、電波キーが使えませんので、電気錠用の鍵と一緒に携帯ください。

	


（２）「維持管理」の項目として記載するもの

※「維持管理」の標準文例として「平成１５年版ガイドライン」を引用又は編集

	お手入れについて


　長期間、清掃しないままにしておきますと表面に付着した汚れはしみや腐食の原因となりますので汚れが軽いうちに清掃してください。清掃の目安は、少なくとも月に１～２回程度です。

　特に海岸地帯や交通量の多い道路沿いは、塩分や排気ガスによる汚損が進みやすいので、こまめにお手入れしてください。

	お手入れ方法


　商品の損傷、さび、腐食、変色などを防止するために次のことをお守りください。

　①やわらかい布でから拭きしてください（図１）。

・ゴシゴシ強くこすったりしないでください。

　②から拭きしても汚れがとれない場合は、やわらかい布で水拭きし、その後から拭きしてください（図１）。

　③それでも落ち難い汚れの場合には、中性洗剤を水で薄めた液で、やわらかい布またはスポンジを使って洗い、水拭き、から拭きして、その後洗剤の成分が残らないように十分に拭き取ってください（図１）。

　　・錠に直接、水をかけないでください（図２）。

　　・シンナー、ベンジンなどの有機溶剤を使用しないでください（図２）。
・サンドペーパー、硬いブラシを使用しないでください（図２）。

・中性洗剤の液がシリンダーや電装部品に入らないようにご注意ください。


  ①から拭き

　
  ②水拭き　→　から拭き    

　　　

　

③中性洗剤 → 水拭き → から拭き    


　　　　　　　　　図１　　　　　　　　　　　　　　　　     　図２ 

	※補修用部品（右図参照）の対応期間は、商品の生産中止後１０年間です。

※補修方法および部品の供給方法は商品ごとに異なりますので、当社または錠取扱店にお問い合わせください。
	



	　会社名および本社、支店、営業所などの

住所、電話番号などの連絡先を記載する。
	



以下の表の中で記載した「※注釈参照」は、現行表示文を否定するものではなく、「注釈」の記載内容に従うことを意味するものである。

	標準文例
	現行表示文
	注釈

	※注釈参照

	水やジュース等が掛からないようにしてください。


	『明白な危険』の「所有者の
設備維持管理責任に係わる

もの」に該当し『警告表示』としてではなく「お手入れ」に関連付けて記載する内容であり、正しい「お手入れ」方法を記載する。

リモコン作動部の清掃については、不具合時の対応に関連づけて記載する


	
	濡れた手で、制御器、操作プレート、キーリーダーヘッドに触らないでください。


	

	
	水強い衝撃を与えたり、水などで濡らさないでください。故障の原因となります。


	

	
	機器に液体(水、ジュース、薬品など)が入ったり、ぬらさないようにしてください。火災、感電の原因となります。
	

	
	水などの液体をかけたり、水にぬれた手で触らないでください！
	

	
	機器の汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。シンナー、ベンジン等は、本体をいためますので絶対に使用しないでください。


	

	
	本体の汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。シンナー、ベンジン等は、本体をいためますので絶対に使用しないでください。


	

	
	油等によるひどい汚れは、プラスチック用クリーナー・中性洗剤等で拭いてください。（シンナー・ベンジン等は使用しないでください）


	

	※注釈参照

	操作パネルが汚れた場合は、乾いた布でふき取ってください。
	『明白な危険』の「使用者の裁量に委ねるもの」「所有者の設備維持管理責任に係るもの」に該当し、警告表示としては不要とする。

お手入れの項に記載する。



	標準文例
	現行表示文
	注釈

	※注釈参照
	日常のお手入れ

　錠前をいつまでも美しくお　使いいただくためには、定期的なお手入れが肝心です。やわらかい布を使用して、汚れに応じて次のようなお手入れをおこなってください。

軽い汚れのお手入れ

十分に水を切った布で水拭

きをしてください。

汚れが取れたらやわらかい

布で水気を完全に拭き取っ

てください。

かたいブラシやタワシは使

用しないでください。

布で強くこすることは避け

てください。

薬品等は使用しないでください。

定期的なお手入れ

やわらかい布から拭きをしてください。

布で強くこすることは避けてください。
	明白な危険』の「所有者の設備維持管理責任に係るもの」に該当し、『警告表示』としてではなく「お手入れ」に関連付けて記載する内容である。９頁参照のこと。

	※注釈参照

	下記のものは機器の表面を傷めますので、絶対に使用しないでください。
　粉せっけん／みがき砂　

　ベンジン／ワックス／石油／熱湯

※化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
	明白な危険』の「所有者の設備維持管理責任に係るもの」に該当し、『警告表示』としてではなく「お手入れ」に関連付けて記載する内容である。９頁参照のこと。


（３）「不具合時の対応」の項目として記載するもの
※冒頭に次のような文例を記載する
	使用中に不具合が発生した場合は、以下の表を参考に対処してください。以下の表に対処方法が記載されていない場合、又は以下の対処をしても不具合が改善されない場合は、ご自分で修理、分解等をせず、建築業者様に、建物の管理人様がいる場合には管理人様にご連絡ください。


☆「不具合時の対応」記載例　

	現象・兆候
	考えられる原因
	対処方法

	リモコンで施解錠操作が

できない。
	リモコンキーの電池が消耗している。
	電池を交換してください。
本書＿頁をご参照ください。

使用済み電池等の電池の取扱いについては、電池メーカーの取扱説明書に従ってください。

リモコンキーの電池寿命は、通常の使用で約＊年です。定期的な電池交換をおすすめします。

	
	電池の＋極－極を逆にして入れている。
	電池を正しく入れてください。
本書＿頁をご参照ください。



	
	リモコンキーの操作範囲外で操作している。
	操作範囲内で操作してください。
本書＿頁をご参照ください。

	
	ブレーカーが落ちている。
	ブレーカーが落ちた原因を改善して、ＯＮにしてから操作をしてください。

	
	停電。
	通電後、操作をしてください。

	
	水に濡らすなど、リモコンキー自体が故障している。
	リモコンキーを交換してください。

	
	リモコンキーを炎天下の車の中や直射日光の当る場所等、高温の環境下に放置した。
	

	
	錠本体が故障している。
	電源を切って、○○○へご連絡ください。


	
	経年変化による扉の垂れ下がり、反り、ゆがみなどでストライクとデッドボルトの位置が合わなくなった。
	

	
	カードの傷、破損、磨耗。
	カードを交換してください。



	現象・兆候
	考えられる原因
	対処方法

	室内側操作器を操作しても施解錠できない。
	ブレーカーが落ちている。
	ブレーカーが落ちた原因を改善して、ＯＮにしてから操作をしてください。

	
	停電。


	通電後、操作をしてください。

	
	壁スイッチ自体が故障している。


	電源を切って、○○○へご連絡ください。

	
	錠本体が故障している。


	

	
	電池が消耗している。
	電池を交換してください。
本書＿頁をご参照ください。

使用済み電池等の電池の取扱いについては、電池メーカーの取扱説明書に従ってください。

リモコンキーの電池寿命は、通常の使用で約＊年です。定期的な電池交換をおすすめします。

交換時、電池カバーを取外すと電池が落下しますので…等。

	
	経年変化による扉の垂れ下がり、反り、ゆがみなどでストライクとデッドボルトの位置が合わなくなった。


	電源を切って、○○○へご連絡ください。

	リモコンの操作距離が短くなった。
	リモコンの電池が消耗している。
	電池を交換してください。
本書＿頁をご参照ください。

使用済み電池等の電池の取扱いについては、電池メーカーの取扱説明書に従ってください。

リモコンキーの電池寿命

は、通常の使用で約＊年です。

定期的な電池交換をおすすめ

します。



	
	強い電波・ノイズのある状況など、設置環境、機器の状態の変化が考えられる。


	ご自分で分解等されず、○○○へご連絡ください。

	鍵で施解錠できない。
	違う鍵を使用している


	正しい鍵を使用してください

	
	シリンダーに異物が入り込んだ。


	○○○へご連絡ください。

	
	錠本体が故障している。


	

	現象・兆候
	考えられる原因
	対処方法

	鍵の抜き差しや回転操作が悪くなった。
	シリンダー内部の摩擦抵抗が大きくなってきた。
	鍵に鉛筆の芯の粉や黒鉛粉をかけてください。シリンダー専用潤滑剤を使用する場合は鍵穴に注入してください。機械油は絶対に使用しないでください。

	
	経年変化による扉の垂れ下がり、反り、ゆがみなどでストライクとデッドボルトの位置が合わなくなった。


	○○○へご連絡ください。

	
	錠内部に塵埃又は異物が入り込んでいる。


	

	握り玉、ハンドルががたつく。
	取り付けねじが緩んでいる。


	ねじを締め直す



	以下の表の中で記載した「※注釈参照」は、現行表示文を否定するものではなく、「注釈」の記載内容に従うことを意味するものである。



	標準文例
	現行表示文
	注釈

	※注釈参照
	制御器、操作プレート、キーリーダーヘッドは絶対に分解したり、改造・修理等しないでください。
	『明白な危険』の「使用者の裁量に委ねるもの」、「所有者の設備維持管理責任に係るもの」に該当し、『警告表示』としてではなく、「不具合の対処方法」に関連付けて記載する内容である。

	
	制御器、操作プレート、キーリーダーヘッドは取り外さないでください。
	

	
	故障の原因となりますので、絶対に機器は、分解したり改造、修理しないでください
	

	
	機器を分解・改造しないでください。火災・感電の原因となります。
	

	
	分解・取り外しや改造はしないでください！
	

	
	電気錠は分解しないでください。
	

	
	リモコンキー（送信機）むやみに分解しないでください。


	

	標準文例
	現行表示文
	注釈

	※注釈参照
	磁気カードの読み取り回数には、寿命があります。
カード材料メーカーの保証は一般的には１０００～２０００回です。実用上はそれ以上に使用可能ですが、磨耗によって次第に劣化しますので、カードの磁気ストライプに傷等が目立ち、読み取りにくくなってきたら、早めにカードを交換してください。
	『明白な危険』の「所有者の設備維持管理責任に係わるもの」に該当し、『警告表示』としてではなく、「不具合時の対処方法」に関連付けて記載する。

	※注釈参照
	リモコンキーの電池消耗時や強い電波・ノイズのある状況下などでは作動範囲が狭くなったり、作動しないことがあります。
	『明白な危険』の「使用者の裁量に委ねるもの」、「所有者の設備維持管理責任に係るもの」に該当し、『警告表示』としてではなく、「不具合の対処方法」に関連付けて記載する内容である。

	※注釈参照
	以下のような時はリモコンキーにて施解錠できなくなります。カギを持参して外出されることをおすすめします。

○リモコンキーが電池切れの場合

○本体が電池切れの場合

○リモコンキーを持たずに外出された場合
	『明白な危険』の「使用者の裁量に委ねるもの」「所有者の設備維持管理責任に係るもの」に該当し、警告表示としてではなく不具合時の対応に記載。

	※注釈参照
	リモコンキーは信号発信器を内臓している電子部品です。故障の原因となりますので以下の項目をお守りください。

○窓際など高温になる場所には置かないでください。

○電池の交換以外の分解はしないでください。

○水に濡らさないでください。

○超音波洗浄機で洗浄しない

でください。
	『明白な危険』の「使用者の裁量にゆだねるもの」、「所有者の設備維持管理責任に係るもの」に該当し、『警告表示』としてではなく、「不具合の対処方法」、「お手入れ」に関連付けて記載する内容である。


（４）「商品選択､施工、その他」の項目として記載するもの

以下の表の中で記載した「※注釈参照」は、現行表示文を否定するものではなく、「注釈」の記載内容に従うことを意味するものである。

	標準文例
	現行表示文
	注釈

	『○○キーシステム』は『微弱電波』を送受信します。心臓ペースメーカーは『微弱電波』の影響を受ける場合があるとされていますので、心臓ペースメーカーをご使用の方は、『○○キーシステム』が影響を及ぼすかどうかについて、念のため医療機器メーカーにご相談ください。

※『○○キーシステム』は各社の商品名を記載
	微弱電波を使用するため、心臓ペースメーカーなどをご使用の方は念のため医療機器メーカー様にご相談ください。
	警告表示としては不要。

情報提供として取説の冒頭に記載。

電波を発信するキーの場合のみ記載する。
商品選択時の情報としてカタログに記載する

	使用済み電池の取扱いについては、電池メーカーの取扱説明書に従ってください。

※「不具合時の対応」の考えられる原因「リモコンキーの電池が消耗している」の対応方法に関連付けて記載も望ましい。

	電波キーに使用するコイン型リチウム電池について次のことをお守りください。

①充電、ショート、分解、変形、加熱に入れるなどしないでください。この電池は、リチウム､有機溶媒など可燃性物質を内蔵しており、発火、発熱、破裂の原因となります。

②電池は幼児の手の届かないところに置いてください。万一飲み込んだ場合には、医師と相談してください。

③電池を破棄する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。
	電池に関する項目であり、具体的根拠が明確でないので、錠メーカーでの取扱説明書では触れない。

	ピッキング防止モードは、ピッキング行為に対し威嚇（警告音と反転動作）を行なうものであり、耐ピッキング性能を高めるものではありません。
	ピッキング防止モードは、ピッキング行為に対し威嚇（警告音と反転動作）を行なうものであり、耐ピッキング性能を保証するものではありません。

	警告表示としては不要。

採用しているメーカーの電気錠の機能に従って記載する。


６．３　警告表示ではなく、記載不要のもの

	現行表示文
	記載不要とした理由

	電源の配線は特に注意して、抜け・ゆるみがないように確実に結線してください。ＡＣ１００Ｖ電源の工事は、電気工事士の資格所有者が行ってください。
	施工要領書に記載する項目であり、消費者向けの内容ではないので記載不要とする。

	コントローラーは屋内仕様です。雨の当たるところや高温多湿となる心配のない場所に設置してください。
	

	ネジや電線カスなどの金属を放熱穴から装置の中に落とさないでください。発熱・火災等の事故や故障の原因となります。
	消費者向けの内容ではないので記載不要。＜施工要領書に記載する必要があるかどうか再検討＞


	感電注意！盤内へ無造作に手を入れないでください。操作盤内にはＡＣ１００Ｖの端子や回路があります。
	分解修理はしてはいけないことを前提とするため記載不要とする。

	（電気錠は）また、投げたり落としたり等のショックを与えないでください。電気錠が正常に動作しなくなる場合があります。
	考えにくい行為であり、消費者向けのメッセージに該当せず記載不要とする。

	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
	『明白な危険』の「社会通念上、常識と判断できるもの」、「使用者の裁量に委ねるもの」に該当し、記載不要。

	装置の中に、針やヘアピンなどの金属類を差し込まないでください！
	

	デットボルト（かんぬき）を出したままドアを開閉しないでください！
デットボルトの突起が身体に当たる危険があるばかりでなく、受け金具や枠を傷めます。
	『明白な危険』の「使用者の裁量に委ねるもの」、「所有者の設備維持管理責任に係わるもの」に該当し、警告表示ではなく記載不要とする。

	錠前の受け金具（ストライク）の穴に指を入れないでください！
指を切ったりケガをする恐れがあります。
	『明白な危険』の「社会通念上、常識と判断されるもの」、「保護者の管理監督責任として扱うもの」に該当し、警告表示ではなく、記載は不要とする。

	錠前（ハンドルやラッチボルト等）にぶつからないように、気をつけてください！
当たってケガをしたり、衣服を引っ掛けて転倒したりする恐れがあります。
ドア付近でのお子様の遊びや、ドア付近に身体のご不自由な方や、お年寄りが立ち止まっていたりしないよう、保護者の方はご注意ください。
	

	取付け時に製品端面でけがをしないよう十分に注意してください。
	設計上の問題であり、取扱説明書・施工要領書に記載するものではない。

	現行表示文
	記載不要とした理由

	①テンキーは必ず指の腹で押してください。爪の先

とがった物では押さないで下さい。

②テンキー操作はカバーを完全に上げた状態で行ってください。指をはさむ可能性があります。
	設計対応の問題であり記載不要とする。

	寒冷地（０℃以下）、高温地（＋５０℃以上）でご使用されますと、正常に動作しない場合がありますので、できるだけ寒冷地、高温地でのご使用は避けてください。
	一般消費者への情報提供の項目ではなく、取扱説明書への記載は不適切であり、記載不要とする。性能、仕様等をカタログへ記載し、ドアメーカー、住宅メーカーへの情報開示が必要。

	レバー操作は何も持たない手で行って下さい。荷物等を持ったまま行うと操作が不安定となり手をはさむ原因となります。
	『明白な危険』の「社会通念上、常識と判断できるもの」、「使用者の裁量に委ねるもの」に該当し、警告表示ではなく記載不要とする。

	リセットキーの操作

①カバーはリセットキーでの操作時以外は開けないで下さい。開けたままの状態で放置すると人にぶ　　つかる可能性があります。
②リセットキー操作は荷物等をもったままの手で行わないで下さい。シリンダーカバーの裏面で手をはさむ可能性があります。
	『明白な危険』の「社会通念上、常識と判断できるもの」、「使用者の裁量に委ねるもの」に該当し、警告表示ではなく記載不要とする。

	たたいたり、強い衝撃を与えないでください。


	『明白な危険』の「社会通念上、常識と判断できるもの者の裁量に委ねるもの」に該当し、警告表示ではなく記載不要とする。

	故障の原因となりますので、機器をたたいたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
	

	強い衝撃を与えないでください。
内部回路が破損し、作動不良の元となります。
	

	機器はラジオ・テレビ・コンピュータ・ＯＡ機器・電子レンジ・コードレス電話機・エアコンなどから２ｍ以上離して設置してください。
	消費者向けの内容ではなく、カタログ、施工要領に記載すべきものであり、取扱説明書には記載不要とする。

	電波キーは幼児の手の届かないところに置いてください。飲み込んだ場合、のどに詰まり窒息のおそれがあります。
	『明白な危険』の「保護者の管理監督責任として扱うもの」に該当し、警告表示ではなく記載不要とする。ただし、取引先の要望等をふまえて、記載するか否かは各社の裁量に委ねる。

	電源コードを傷つけたり重いものをのせないでください。コードが破損して火災、感電の原因となります。
	想定しがたい配線であり、又『明白な危険』の「社会通念上、常識と判断されるもの」に該当し、警告表示としての記載は不要とする。

	現行表示文
	記載不要とした理由

	ハンドルにぶら下がったり、足場にしたり、物を掛けたりしないでください！
危険ですし、錠前が正常に機能しなくなる恐れがあります。
	『明白な危険』の「使用者の裁量に委ねるもの」に該当し、警告表示ではなく、記載不要とする。

	操作ボタンは鍵先、爪、ペン先などの鋭利なもので操作しないでください。
	『明白な危険』の「使用者の裁量に委ねるもの」に該当し、警告表示ではなく、記載不要とする。

	テンキー等のボタンや指紋センサーは鋭利な刃物や硬いもの（ボールペンの先など）で操作しないでください。故障の原因となります。特に指紋センサーは、人の指以外のものを触れないようにご注意ください。
	『明白な危険』の「使用者の裁量に委ねるもの」に該当し、警告表示ではなく、記載不要とする。



	本体に寄り掛かる、物をぶら下げる等、大きな力を与えないでください。
	『明白な危険』の「使用者の裁量に委ねるもの」に該当し、警告表示ではなく、記載不要とする。

	磁気ヘッドのクリーニングカードの読み取りが悪くなってきた場合は、磁気ヘッドのクリーニングを行ってください。
○市販のクリーニングカードをご使用ください。（弊社でも取り扱っております）
○汚れがひどいときは、クリーニングカードにエチルアルコールを少量含ませてください。
	『明白な危険』の「使用者の裁量に委ねるもの」に該当し、警告表示ではなく、「お手入れ」に関連付けて特定商品のみ記載する。

特定のユーザー対応商品以外は記載不要とする


	本商品は盗難防止装置ではありません。万一、設置後に事故・損害等が発生した場合でも一切責任を負いかねます。予めご了承ください。
	警告表示ではない。電気錠をその他の機器と混同する事は、考えられない。『盗難防止装置』の意味不明。記載不要とする。

	電波の発信が禁止されている場所や建物(航空機内、病院等)では電波キーのボタンは押さないでください。
	警告表示としては不要。使用する場所や建物の指示に従う。記載不要とする

	制御器、操作プレート、キーリーダーヘッドは絶対に分解したり、改造・修理等しないでください。
	『明白な危険』の「使用者の裁量に委ねるもの」に該当し、警告表示ではなく記載は不要。

ただし、消費生活用製品安全法の改正など、時代の流れに応じて不具合時の対応の冒頭に注意喚起として記載する。

	制御器、操作プレート、キーリーダーヘッドは取り外さないでください。
	

	故障の原因となりますので、絶対に機器は、分解したり改造、修理しないでください
	

	機器を分解・改造しないでください。火災・感電の原因となります。
	

	分解・取り外しや改造はしないでください！
	

	電気錠は分解しないでください。
	

	現行表示文
	記載不要とした理由

	無理に曲げたり落としたり、強い衝撃を与えない

でください。


	『明白な危険』の「使用者の裁量に委ねるもの」に該当し、警告表示ではなく記載は不要。

ただし、消費生活用製品安全法の改正など、時代の流れに応じて不具合時の対応の冒頭に注意喚起として記載する。

	磁気を帯びたキーホルダー等を付けないでください。


	

	テレビ・ラジオ等、磁気を帯びた機器の近くに置かないでください。


	

	故障の場合は電源を切って、施工店または、最寄りの＊＊＊支店・営業所やサービス店看板のある店に連絡ください。
	警告表示としは記載不要。
かならず､不具合時の対応の冒頭に記載する。

	リモコンキーの電池寿命は、通常の使用で約２年です。定期的な電池交換をおすすめします。

「作動距離が短くなってきたな」と感じたら、早めに電池を交換してください。


	警告表示としは記載不要。


	リモコンキーを携帯電話や無線機など、無線通信機器と一緒に携帯しているときや、リモコンキーが金属製の物に覆われているとき、近くで電波式の他のリモコンキーを操作しているとき、又はパソコン等の電化製品の近くに置いたときは、リモコンキー機能が正常に作動しないことがあります。


	警告表示としは記載不要。
左記の現行文例は生活実態とかけ離れている。



	普段使用しないリモコンキーは、電池の消耗を防ぐため、電池を外した状態で保管することをお勧めします。
	記載不要。


	交換時、電池カバーを取外すとバッテリーが落下しますので、手で受けながら電池カバーを外して下さい。２年毎に交換をしてください。交換しないでお使い続けますと電池の液漏れ、腐食等により作動不具合の恐れがあります。


	記載不要

交換の目安は不具合対応に記載
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電気錠の警告表示に関するガイドライン
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電　話　０３－５４２７－７４７３
「明白な危険」とは、住宅生産団体連合会製造物責任委員会が提示した定義に基づき、平成８年に、住宅部品ＰＬセンターが主催する住宅関連団体ＰＬ連絡会において合意された考え方であり、次の事項に該当するものを指し、これらに該当する事柄については、製品本体ラベルや取扱説明書への表示を必要としないものである。


①保護者の管理監督責任として扱うもの


②社会通念上、常識と判断できるもの


③所有者の設備維持管理責任にかかわるもの


④使用者の裁量に委ねるもの





①安全、品質、性能等の確保のための使用上の注意事項


（消費者が知らないか又は気付かないと思われる危険なこと等）


②固有機能の操作方法、調整方法等


③事故につながるおそれのある不具合な状態とその対処方法


④不具合の発生を防止し、良好な状態を保持するための日常のお手入れと点検方法


⑤不具合発生時の修理依頼や問い合わせのための連絡先


⑥その他、製品の使用や維持管理に関連して、消費者に役立つと思われる製品の特性に関する情報
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